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 本論文は都市の基盤及び建築のプロトタイプとして市街地型街区と街区型建築に着

目し、その実現手法について空間デザインと事業システムの両面から考察することを

目的とする。 

 

 ここでいう「市街地型街区」とは適度な規模と形状をもって街路を介して面的に展

開する街区形式をさす。自然環境やプライバシーを優先する「郊外型街区」、大型で内

部に自律的な空間を構成する「団地型街区」と対比的に捉えられる。「街区型建築」は

街区形状に合わせて建築空間を形づくる建築形式をいう。建築空間の奥行きが小さい

住宅の場合、街路沿いに住棟を配置し中庭を設けることから「沿道囲み型住宅」とす

る。 

 

 

 「1章 市街地型街区における街区型建築のデザイン」では幕張ベイタウンの沿道囲

み型住宅を分析した。 

 

 幕張ベイタウンは千葉県幕張新都心の一角で整備が進む面積 84ha、計画戸数 8100

戸の住宅地である。従来の郊外型住宅地と異なり格子状街路と沿道囲み型住宅すなわ

ち市街地型街区と街区型建築によって都市型住宅地として計画された。沿道囲み型住

宅は都市デザインガイドラインで形態規定された。中層住棟の沿道配置、中庭の確保、

スリットの制限、街路と壁面後退部の一体化など街並形成に重点が置かれたと同時に、
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街路と中庭両面の日照・採光、街路を中心とした公私区分、位置に応じた多様な住戸

タイプなど、建築と基盤を関係づける中で都市的住環境の成立が図られた。 

 

 実際の沿道囲み型住宅の分析から以下の特徴が明らかとなった。住棟構成について、

囲み型入隅部のスリットにより採光や通風が確保され、沿道壁面の連続は損なわれる

ものの見通しや奥行きのある街並が形成された。住戸配列について、垂直動線の集約

化や昇降機停止階の限定により片廊下が節約され、複数面開放の住戸が増えて沿道壁

面の表情が豊かとなった。地上階構成について、賑わい創出に貢献する店舗や接地型

住戸など居室系床利用の規模と配置には駐車場計画が決定因子となった。 

 

 以上により沿道囲み型住宅について、都市デザインガイドラインを根拠として建

築・基盤の連携により街並形成と居住環境が両立され、実例においては方位、立地、

隣接条件などから多様な形態をみせて街並を豊かにしているとした。 

 

 

 「2章 市街地型街区と街区型建築の実現システム」では、1章で述べた格子状市街

地型街区と沿道囲み型住宅を実現した幕張ベイタウンの事業システムを分析した。 

 

 まず計画の連動性に特徴があった。格子状街路と沿道囲み型住宅は基本構想で総体

的な空間構成として提案された。続くマスタープランで部門別計画に分割されたもの

の、横断的な都市デザイン計画により総体性は保持された。さらに都市デザインガイ

ドラインで具体的な設計指針が示され建築設計へ橋渡しされた。これら計画策定には

建築基本設計レベルの検討が併行され実効性が検証された。 

 

 事業推進にあたっては千葉県企業庁が計画策定、基盤整備、住宅事業者の選定、専

門家登用によるデザイン調整、土地転貸借権付分譲による事業参画というように多角

的な主導と関与を継続している。住宅事業は県公社と都市公団に民間企業を加えた計

8 グループが行なった。事業参画に際しては住宅地事業への協力を与件とした公募、

実施計画にもとづく基本協定、都市デザインを担保する街区協定、事業推進協議会に

おける調整協議など、企業庁との段階的な計画と契約の交換が必要とされ、各住宅事

業が住宅地全体事業に直結するよう仕組まれた。 

 

 デザイン調整は計画デザイン会議において、千葉県企業庁の承認により住宅事業者

ごと委託された7人の計画設計調整者の協議で行なわれた。計画デザイン会議は各事

業の都市デザイン方針を審議・承認する場であり、その作業部会である都市デザイン

ワークショップとともに都市デザインの推進母体となった。 

 

 以上により周到な計画体系、公的な主導、住宅事業と住宅地事業を結ぶ事業参画手

続き、協議型デザイン調整などが相互連係した事業システムにより、格子状市街地型

街区と沿道囲み型住宅が実現されたことを明らかにした。 
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 「3 章 住宅団地にみる街区型建築への進化と郊外型街区の限界」では幕張ベイタ

ウンより数年早く沿道囲み型住宅を実現した多摩ニュータウン・ベルコリーヌ南大沢

を比較事例としてとりあげ、市街地型街区と郊外型街区の差異を明らかにした。また、

比較事例に至る団地構成の変遷分析から配置計画における沿道囲み型への進化を明ら

かにした 

 

 ベルコリーヌ南大沢は多摩ニュータウンで住宅・都市整備公団が建設した第15住区

の総称である。街区単位を越えた住区全体の景観形成を目標に掲げ、マスターアーキ

テクトやデザインコードにより沿道囲み型住宅の街並を実現した。幕張ベイタウンと

多くを共有したが、既定の基盤整備計画が郊外型のため街区相互の関係が希薄で密実

な街路空間とはならなかった。また、公団1社による短期事業の構造的理由から街並

の多様性に欠ける面がある。 

 

 沿道囲み型住宅の導入経緯は多摩ニュータウンにおける配置計画の変遷にみること

ができる。中層住宅の系譜をたどると、前半期の大規模な平行配置型団地は住棟の南

面配置と歩車分離により周囲から自律した構成とされた。その後、団地のコンパクト

化が進むと南面平行を崩した囲み配置が登場した。1980年前後に導入されたタウンハ

ウスの系譜をたどると、戸建指向に呼応して外部空間の個性化や接地性の向上が図ら

れ、高密化との相乗効果から街区外と住棟の関係が密接になり沿道配置に至った。ベ

ルコリーヌ南大沢は両系統の合流点に位置づけられる。 

 

 

 「4 章 団地型基盤における市街地型街区と街区型建築の導入」では団地型の区画

整理において市街地型街区と街区型建築をどのように導入しどれだけ実現したか事業

プロセスを追って論じた。 

 

 研究事例はさいたま市北部拠点宮原地区で進む富士重工業大宮製作所跡地再開発事

業である。当地区はJR大宮駅北方2.5kmに位置し、前身の中島飛行場が操業開始した

戦時中は周囲が農地だったが、戦後高度成長期をへて住宅市街地に飲み込まれる形と

なった。既成市街地周縁部に位置する典型的な内陸型工場跡地といえる。 

 

 再開発事業は大宮市（当時）の副都心整備構想を前提に地権者の跡地再開発構想で

起案された。副都心にふさわしいシンボリックな骨格構成とヒューマンスケールの街

並形成を目標とし、格子状街路を基盤とする市街地型街区と街区型建築による都市デ

ザインが提案された。しかし、大規模な地権分割を反映して団地型の基盤整備計画と

なり、格子状街路は継承されず市街地型街区は棄却された。一方、地権者はまちづく

り協議会を結成し、自主的な建築誘導計画を策定した。地区計画と連動して沿道空間

の整備に重点を置いたものの、建築計画の自由度を担保する理由から街区の内側や建

築本体に関する整備指針に欠け、市街地型街区及び街区型建築の実現を担保できなか

った。 
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 副都心としての位置づけと再開発事業の有効化から都市デザインに対する期待は官

民双方で強く、当地区指定の市景観条例が地権者の建築誘導計画を下敷きに策定され

た。運用には地権者の景観協議が組込まれ、民間主導の協議型デザイン調整が条例で

公定化された。こうして市街地型街区と街区型建築の導入は基盤整備計画と建築誘導

計画で棄却・希釈されたものの、その復活が官民連携のデザイン調整に委ねられた。

公団の賃貸住宅は条例策定前の設計だったが、当初の都市デザイン構想を汲み取って

街区内通路を確保しながら街区型住棟配置を一部適用した。民間の分譲集合住宅は区

画整理の街区形状が沿道囲み型住宅の制約となり高層板状化を余儀なくされたが街区

内通路は確保した。大規模商業施設については事業収益優先が支配的であった上、施

設特性から来る巨大な壁面や膨大な駐車場が街並形成の阻害要因となり、事業経済性

に対するデザイン調整の限界を露呈した。 

 

 以上により当初の市街地型街区と街区型建築による都市デザイン構想は団地型の基

盤整備計画と担保性に欠ける建築誘導計画の過程で後退したが、デザイン調整におけ

る官民連携の協議の中に構想復元の可能性がみられるとした。 

 

 「結章」では本論文の総括として研究事例を引きながら市街地型街区と街区型建築

の導入について空間デザインと事業システムのあり方を展望した。 

 

 空間デザインについて3点述べた。第一に都市空間のデザインとして、市街地型街

区の実現には基盤整備計画や街区整備指針の担保が不可欠であり、街区型建築には公

私の段階構成、場所の個性化、屋外環境の快適化が求められるとした。第二に都市活

動の活性化として、市街地型街区における街区型建築では建築空間と市街地が直接接

続され、多様な都市活動が誘発される空間構造となるとした。第三に建築性能の向上

として、郊外型または団地型街区が内部に自律的環境を構成するのに対し、市街地型

街区と街区型建築は建築即ち私空間と外部即ち公空間が相互依存して都市的住環境を

形成するとした。 

 

 事業システムについて5点述べた。第一に建築と基盤を区別せず都市空間総体を構

想し、実施計画には構想の総合性を減じない枠組みが必要とした。また、計画の実効

のためには設計レベルの検討や指針策定が必須とした。第二に多様な主体が関与する

中で専門的技術支援を受けた公的主導の積極的継続が成功の鍵を握るとした。第三に

デザイン調整には審議・承認する会議とともにそれを支える作業部会が必要とした。

第四に都市デザインに関する職能確立と意識向上が急務とした。最後に民間事業者の

参画契約にはデザインの担保が必要で、これを欠くと事業収益性追求によりデザイン

調整は水泡に化すとした。 
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